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１ 改正の趣旨  

○ 平成２６年度の地方公務員共済年金の額を算定する基礎となる再評価率の改定等を

行うほか、国民年金法等の一部を改正する法律等の一部を改正する法律（平成２４年

法律第９９号。以下「特例水準解消法」という。）により、特例水準の年金額につい

て▲０．７％改定する等、所要の規定の整備を行う。 

 

２ 改正の概要  

（１）地方公務員等共済組合法による再評価率の改定等に関する政令（平成１７年政令第

８３号）の一部改正 

  ○ ６８歳未満の者に係る年金額（新規裁定者の年金額）は、原則、毎年度名目手取

り賃金変動率を基準として改定、６８歳以上の者に係る年金額（既裁定者の年金

額）は、原則、毎年度物価変動率を基準として改定することとされている。ただし、

名目手取り賃金変動率が１を上回り、かつ物価変動率が名目手取り賃金変動率を上

回る場合には、新規裁定者、既裁定者いずれも名目手取り賃金変動率を基準として

改定する仕組みとされている。 

  ○ 平成２６年度の年金額は、平成２５年平均の消費者物価指数の対前年比変動率が

プラス０．４％、名目手取り賃金変動率がプラス０．３％となったことから、名目

手取り賃金変動率を基準として改定する。（０．３％の引き上げ） 

 

（２）地方公務員等共済組合法施行令等の一部を改正する政令（平成１６年政令第２８７

号）の一部改正 

  ○ 地方公務員等共済組合法（昭和３７年法律第１５２号。以下「地共済法」とい

う。）の経過措置に基づき、年金額については、物価スライド特例水準（平成１２

～１４年度の物価スライドを実施せずに据え置いた水準）の年金額が平成１６年改

正後の規定により算定された本来の年金額（本来水準の年金額）を上回る場合は、

物価スライド特例水準の年金額とすることとされている。 

  ○ この物価スライド特例水準の年金額は、物価上昇に伴う改定は行わないこととさ

れている。 

○ また、特例水準解消法により、平成２６年４月以後の年金額について、本来水

準との差を１．０％解消することとされている。 

  ○ よって、平成２６年度の年金額の場合、平成２５年の物価水準は平成２４年の物

価水準と比較してプラス０．４％となっており、物価上昇に伴う改定は行わず、ま

た、本来水準の年金額が０．３％引き上がることから、特例水準と本来水準の差を

１．０％解消するため、平成２６年度の特例水準の年金額については▲０．７％改

定する。（０．７％の引き下げ） 

 

別紙１ 



（３）地方公務員等共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令（平成２３年政令第１

５１号）の一部改正 

  ○ 地方議会議員年金制度については、平成２３年６月１日をもって制度が廃止され

たが、これに伴う経過措置として廃止前に共済給付金の給付事由が生じた者に対す

る一定の給付措置等を講ずることとされたところ。 

○ この経過措置として支給する地方議会議員の年金額についても、廃止前と同様、

物価変動率を参酌して改定することとされており、平成２６年度の議員年金の年金

額を公的年金と同様にプラス０．３％改定するもの。 

  ○ ただし、受給権発生時より受給している年金額が、物価変動率を参酌して改定さ

れた年金額を上回る場合は、従前額が保障される仕組みとされている。 

 

（４）地方公務員等共済組合法施行令（昭和３７年政令第３５２号）の一部改正 

  ○ 公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部

を改正する法律（平成２４年法律第６２号。以下「機能強化法」という。）により

地共済法が改正され、その一部の施行に伴い、地方公務員等共済組合法施行令につ

いて、以下のとおり所要の規定の整備を行うもの。 

・特別支給の退職共済年金の障害特例の見直しに伴う規定の整備 

 特別支給の退職共済年金の受給権者で、障害の状態にある者については、本人

から請求があった翌月から定額部分を支給することとされている。 

 機能強化法により、政令で定める障害年金を受けることができるときには、障

害の状態にあると判断された時に遡って当該定額部分を支給することとする改正

が行われたことに伴い、対象となる障害年金を定める。 

 

３ 根拠法令  

・ 地共済法第４４条の２第５項、第４４条の３第４項 

・ 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律（平成１６年法律第１３２号）附

則第４条の２の規定により読み替えられた同法附則第４条第２項、附則第５条の２の

規定により読み替えられた同法附則第５条第２項及び同法附則第７条第１項第２号 

・ 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律（平成１２年法律第２２号）附則

第１１条第１１項及び附則別表 

・ 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律（昭和６０年法律第１０８号）附

則第９８条第４項 

・ 地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律（平成２３年法律第５６号）附則第

２１条 

・ 機能強化法による改正後の地共済法附則第２０条の２第６項 

 

４ スケジュール  

施行日：平成２６年４月１日（火） 


